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要
旨

昭
和
十
七
年
二
月
に
「
文
学
界
」
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
中
島
敦
の
『
山

月
記
』
は
、
中
島
敦
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。
本
作
品
は
戦
後
ま
も
な

く
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
高
等
学
校
二
年
生
に
お

け
る
現
代
文
の
定
番
教
材
と
し
て
重
視
さ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
か
ら
、
作

品
研
究
お
よ
び
教
材
研
究
の
双
方
の
視
点
か
ら
継
続
的
に
研
究
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、「
人
間
存
在
の
不
条
理
」

や
「
形
而
上
学
的
不
安
」、「
詩
人
と
し
て
の
悲
劇
」
を
コ
ー
ド
と
し
て
、

中
島
敦
の
「
私
小
説
的
作
品
」
で
あ
る
他
作
品
と
の
類
似
を
解
釈
す
る

も
の
が
主
流
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
論
じ
ら
れ
る
箇
所
も
限
定
さ
れ
が

ち
で
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
従
来
の
「
自
我
の
も
の
が
た
り
」
と
し
て
の
『
山
月

記
』
論
を
排
除
し
、
平
成
一
〇
年
以
降
に
隆
盛
し
た
、
中
島
敦
の
作
品

と
〈
戦
争
〉
と
の
関
係
に
注
目
し
た
論
に
沿
っ
て
、『
古
譚
』
四
篇
に

戦
争
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
模
索
し
た
。
研
究
の
手
順

と
し
て
、
ま
ず
、
中
島
敦
の
作
品
中
か
ら
、〈
戦
争
〉
と
〈
文
字
〉〈
文
学
〉

〈
歴
史
〉
に
つ
い
て
の
記
述
を
検
索
し
た
上
で
、
執
筆
当
時
の
時
局
と

本
作
品
の
作
品
内
時
間
お
よ
び
時
代
設
定
に
符
合
す
る
事
物
の
有
無
の

調
査
の
二
点
を
通
じ
て
、
本
作
品
が
戦
時
下
に
お
け
る
作
者
の
批
判
意

識
を
含
包
す
る
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

一
、
は
じ
め
に

『
山
月
記
』（
以
下
、
本
作
品
）
は
中
島
敦
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
本

作
品
は
、
敦
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
と
し
て
、
雑
誌
『
文
学
界
』
一
九
四
二

年
（
昭
和
十
七
）
二
月
号
に
、
短
編
『
文
字
禍
』
と
と
も
に
、『
古
譚
』

と
い
う
総
題
を
付
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
た
。

中
島
敦
『
山
月
記
』
を
読
む

　
　

―

時
代
を
見
つ
め
る
作
者
の
眼―

（
一
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戦
後
ま
も
な
く
教
科
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
本
作
品
は
、
敦
の
代
表

的
作
品
と
な
っ
た
。
現
在
に
至
る
ま
で
現
代
文
の
教
材
と
し
て
利
用
さ

れ
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
作
品
は
作
品
・
教
材
の
双
方
か
ら
精

力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、「
人
間
存
在
の
不
条
理
」
や
「
形

而
上
学
的
不
安
」、「
詩
人
と
し
て
の
悲
劇
」
を
コ
ー
ド
と
し
て
、
中
島

の
「
私
小
説
的
作
品
」
で
あ
る
『
狼
疾
記
』『
北
方
行
』『
か
め
れ
お
ん

日
記
』
な
ど
と
の
類
似
を
解
釈
す
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た一
。
ま
た
、
論

の
対
象
も
、
主
に
①
「
臆
病
な
自
尊
心
／
尊
大
な
羞
恥
心
」
に
つ
い
て
、

②
李
徴
の
「
変
身
」
の
原
因
、
③
李
徴
の
詩
に
「
何
処
か
（
非
常
に
微

妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
、
④
プ
レ
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
『
人
虎
傳
』
と
の
比
較
文
学
的
研
究二
な
ど
に
大
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
従
来
主
流
で
あ
っ
た
「
自
我
の
も
の
が
た

り
」
と
し
て
の
『
山
月
記
』
論
を
い
っ
た
ん
排
除
し
、
平
成
一
〇
年
以

降
に
発
生
し
た
中
島
作
品
と
〈
戦
争
〉
と
の
関
係
に
注
目
し
た
論
に

沿
っ
て
、『
古
譚
』
四
篇
に
、
時
局
に
対
す
る
作
者
の
批
判
が
包
含
さ

れ
て
い
る
可
能
性
を
模
索
す
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
ま
ず
中
島
敦
の

作
品
を
概
観
し
、〈
戦
争
〉・
〈
文
学
〉・
〈
歴
史
〉
に
関
わ
る
と
思
わ
れ

る
記
述
を
検
索
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
作
品
執
筆
当
時
の
世
相
を
あ
ら

た
め
て
俯
瞰
す
る
こ
と
、
ま
た
、
本
作
品
の
作
品
内
時
間
や
時
代
設
定

に
符
合
す
る
、
執
筆
当
時
の
事
件
を
調
査
す
る
こ
と
の
二
点
を
通
じ
て
、

本
作
品
が
〈
反
戦
小
説
〉
で
あ
る
可
能
性
を
探
る
。

二
、『
山
月
記
』
に
つ
い
て

１
、『
山
月
記
』
概
要

中
島
敦
の
短
編
小
説
で
あ
る
本
作
品
は
、
前
出
の
通
り
、「
文
学

界
」　

昭
和
十
七
年
二
月
に
「『
古
譚
』
二
編
」
と
し
て
『
文
字
禍
』
と

共
に
掲
載
さ
れ
た
。
両
作
品
は
、「
と
も
に
古
代
世
界
を
舞
台
と
し
、

尋
常
な
ら
ぬ
で
き
ご
と三
」
が
展
開
す
る
短
編
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
当
時

の
読
者
か
ら
は
、「
近
頃
の
が
さ
つ
な
文
壇
に
は
珍
し
い
理
知
的
な
作

品
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
目
立
っ
て
見
え
る
。
し
っ
か
り
し
た
ね
れ

た
筆
致
で
気
品
が
あ
り
、
悪
ふ
ざ
け
で
な
い
面
白
さ
を
持
っ
て
ゐ
た
。四
」

「『
山
月
記
』
は
、
中
島
の
全
作
品
の
う
ち
最
も
優
れ
た
で
き
ば
え
の
も

の
で
あ
ろ
う
。五
」、
あ
る
い
は
芥
川
龍
之
介
の
再
来六
と
も
い
わ
れ
、
概
ね

好
評
の
う
ち
に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
昭
和
十
七
年
七
月

に
、
筑
摩
書
房
刊
『
光
と
風
と
夢
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
敦

が
深
田
久
弥
に
託
し
た
原
稿
に
あ
っ
た
『
古
譚
』
に
つ
い
て
は
、
前
記

二
編
の
ほ
か
『
狐
憑
』（
原
題
『
つ
き
も
の
』）『
木
乃
伊
』
を
あ
わ
せ

た
四
編
す
べ
て
が
活
字
と
な
っ
た
。

以
下
に
本
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
示
す
。

　

天
宝
末
年
、
博
学
俊
才
の
若
者
李
徴
は
、
科
挙
に
合
格
、
任
官
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す
る
。
し
か
し
周
囲
と
協
調
で
き
ず
、
じ
き
退
官
し
て
帰
郷
し
、

交
友
を
断
っ
た
。
詩
業
に
専
念
す
る
も
成
功
せ
ず
、
数
年
後
、
妻

子
の
生
活
の
た
め
に
一
地
方
官
吏
と
し
て
復
職
し
た
李
徴
は
、
詩

業
へ
の
絶
望
と
、
同
輩
の
出
世
に
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
て
鬱
々

と
し
、
一
年
後
、
公
用
で
旅
行
中
に
発
狂
し
て
出
奔
し
、
行
方
不

明
と
な
っ
た
。

　

こ
の
事
件
の
翌
年
、
監
察
御
史
の
袁
傪
が
、
勅
使
と
し
て
嶺
南

に
向
う
途
中
、
商
於
に
宿
泊
す
る
。
翌
未
明
、
人
喰
虎
の
出
没
を

理
由
に
駅
吏
が
制
止
す
る
の
も
聞
か
ず
、
残
月
の
中
出
発
し
た
袁

傪
一
行
は
、
一
匹
の
猛
虎
に
出
会
う
。
叢
に
隠
れ
た
虎
は
人
語
で

語
り
か
け
る
。
袁
傪
は
そ
の
声
が
李
徴
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
、
叢
に
向
か
っ
て
挨
拶
す
る
。
袁
傪
は
李
徴
の
同
輩
で
あ
り
、

最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
。

　

李
徴
は
、
異
類
の
身
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
姿
を
現
さ
な
い
が
、

袁
傪
と
の
対
談
を
希
望
す
る
。
雑
談
の
後
、
李
徴
は
発
狂
の
過
程

を
袁
傪
に
語
り
、「
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大

人
し
く
受
取
つ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々

生
き
も
の
の
さ
だ
め

0

0

0

だ
。」
と
語
り
な
が
ら
も
、
自
ら
の
運
命
を

呪
い
、
人
間
の
心
を
失
う
こ
と
へ
の
孤
独
な
恐
怖
に
言
及
す
る
。

李
徴
は
ま
た
、
か
つ
て
作
っ
た
詩
数
百
篇
の
う
ち
、
記
誦
可
能
な

三
十
篇
ほ
ど
の
伝
録
を
袁
傪
に
依
頼
し
、
袁
傪
は
部
下
に
詩
を
書

き
取
ら
せ
る
。
袁
傪
は
非
凡
な
詩
と
、
作
者
と
し
て
の
李
徴
の
素

質
が
第
一
流
で
あ
る
こ
と
に
感
嘆
す
る
が
、
同
時
に
、
作
品
に
は

「
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
」
と
感
じ
る
。
伝
録
の
後
、
李
徴
は
、
今
な
お
詩

人
と
し
て
の
成
功
を
夢
見
る
自
ら
を
嘲
り
、
即
興
の
詩
を
詠
じ
る
。

そ
し
て
、
虎
に
な
っ
た
の
は
「
我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な

羞
恥
心
と
」
の
た
め
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
虎
と
な
っ
た
今
も
、

他
の
動
物
に
恐
れ
ら
れ
、
自
ら
の
悲
し
み
を
分
か
つ
相
手
の
な
い

こ
と
を
嘆
く
。

　

夜
明
け
が
近
づ
き
、
李
徴
は
、「
酔
は
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
、（
虎

に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
）」
近
づ
い
た
と
し
て
、
別
れ
際
に
袁

傪
に
自
ら
の
妻
子
の
世
話
を
頼
む
。
妻
子
よ
り
詩
業
を
気
に
か
け

る
こ
と
を
再
び
自
嘲
し
、
李
徴
は
、
袁
傪
に
遠
く
か
ら
自
ら
の
「
醜

悪
」
な
姿
を
見
る
よ
う
依
頼
す
る
。
果
た
し
て
振
り
返
っ
た
袁
傪

一
行
は
月
に
咆
哮
す
る
虎
を
見
る
。
虎
は
姿
を
消
し
、
行
方
不
明

と
な
る
。

２
、『
山
月
記
』
に
関
す
る
先
行
研
究

前
項
で
述
べ
た
通
り
、
本
作
品
は
、
昭
和
十
七
年
の
発
表
時
に
は
好

意
的
に
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
戦
後
ま
も
な
く
、
昭
和
二
十
五
年
に

は
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の

教
材
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
本
作
品
が
突
出
し
て
著

名
と
な
り
、『
古
譚
』
の
中
の
一
篇
で
あ
る
事
が
看
過
さ
れ
始
め
た
。
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昭
和
三
十
年
代
に
は
、
敦
の
作
品
が
、
作
家
、
す
な
わ
ち
敦
自
身
の

「
自
我
」
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
物
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
論
の
中

心
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
深
田
久
弥
氏
は
、「「
古
譚
」
で
は
、
作
中

人
物
の
言
葉
や
動
作
は
、
そ
の
ま
ま
中
島
敦
の
感
慨
で
あ
り
、
彼
が
採

り
そ
う
な
行
動
で
あ
る
。七
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
大
西
雄
二
郎
氏
は
、「
中

島
敦
は
虎
に
化
け
る
こ
と
で
自
ら
恥
じ
入
る
事
も
あ
え
て
言
い
得
た
。八
」

と
し
、
本
作
品
は
「
中
島
の
こ
れ
ま
で
の
息
苦
し
い
記
録九

」
で
あ
り
、

本
作
品
に
お
い
て
、
敦
が
自
己
の
姿
を
否
定
し
た
と
断
言
す
る一
〇
。

一
方
で
、
こ
の
時
期
に
は
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
人
虎
傳
』
と

の
比
較
考
証
が
流
行
し
、
敦
の
作
品
を
対
象
と
す
る
研
究
者
が
多
く
出

現
し
た
。

つ
づ
く
昭
和
四
十
年
代
に
は
、
佐
々
木
充
氏
と
鷺
只
雄
氏
に
よ
る
、

『
古
譚
』
の
読
み
に
つ
い
て
の
論
争
が
行
わ
れ
た
。
佐
々
木
氏
は
、『
古

譚
』
四
編
に
つ
い
て
「
つ
ね
に
〈
文
字
・
言
葉
〉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す

る一
一
」
と
指
摘
し
た
。
佐
々
木
氏
は
本
作
品
に
つ
い
て
、「「
詩
を
つ
く
る

こ
と
」
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
李
徴
の
劇
的
な
運
命
を
、
虎
と

化
し
な
が
ら
な
お
人
間
の
心
を
も
つ
と
い
う
臨
界
状
況
の
下
に
描
く
佳

作一
二
」
と
結
論
づ
け
、
昭
和
三
十
年
代
に
流
行
し
た
、
本
作
品
を
敦
の
「
自

我
」
の
物
語
で
あ
る
と
す
る
説
を
排
除
し
、「
永
遠
へ
の
願
望
と
い
う

根
源
的
な
人
間
欲
望
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
、

鷺
只
雄
氏
は
、『
古
譚
』
を
「
宿
命
的
な
『
自
我
』
を
テ
ー
マ
と
し
て

形
象
さ
れ
た
作
品一
三
」
と
し
た
。
両
氏
の
『
古
譚
』
観
は
以
後
の
研
究
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
佐
々
木
氏
の
論
が
継
承
さ
れ
る
事
は
少

な
く
、
こ
れ
以
降
の
『
山
月
記
』
論
の
多
く
は
「
虎
（
李
徴
）＝
中
島
敦
」

と
い
う
見
方
に
よ
る
も
の
と
な
っ
た一
四
。

昭
和
六
十
三
年
ま
で
も
、
依
然
と
し
て
、
敦
が
彼
の
全
作
品
の
主
人

公
に
自
ら
の
姿
を
投
影
し
て
い
る
、
と
す
る
説一
五
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
黒
川
友
治
氏
の
「
告
白
が
ま
ま
中
島
の
告
白
で
あ
り
、

こ
の
作
品
自
体
も
中
島
の
自
己
批
判
の
表
出
だ
と
す
る
論
が
、『
山
月

記
』
研
究
で
は
主
流
で
あ
る一
六
」
と
の
言
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
主
人

公
で
あ
る
李
徴
が
既
に
死
ん
で
い
る
、
と
す
る
「
李
徴
幽
霊
説一
七
」
や
、

西
洋
の
哲
学
・
文
学
と
の
比
較
文
学
的
研
究一
八
な
ど
の
新
し
い
研
究
も
現

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
、
新
し
い
観
点
か
ら
の
研
究
が
増
加
し
、
平

成
二
年
に
は
蓼
沼
正
美
氏
が
、
李
徴
の
語
り
は
「
自
己
劇
化
」
で
あ

る
、
と
い
う
画
期
的
な
論一
九
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
に
は
、
天

野
真
美
氏
が
「
古
譚
」
四
篇
を
「
戦
争
」
と
い
う
現
象
を
通
し
て
作
品

を
分
析
し
、『
古
譚
』
を
主
に
統
治
と
結
び
つ
い
た
「
言
論
統
制
」
や

権
力
を
生
む
力
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
物
語
で
あ
る
と
結
論
付
け
た二
〇
。

平
成
十
一
年
に
は
山
成
亜
樹
子
氏
が
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
真
っ
只
中

に
あ
っ
て
、
言
論
・
思
想
の
自
由
は
著
し
く
規
制
さ
れ
、
西
欧
的
な
も

の
の
見
方
が
激
し
く
排
撃
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
彼
の
文
学
に
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う二
一
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
吉

田
未
和
氏
も
「
文
字
」
が
「
歴
史
」
と
、
そ
の
編
纂
に
ま
つ
わ
る
権
力

（177）
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を
生
む
役
割
を
果
た
し
て
い
る二
二
と
し
た
。
平
成
十
九
年
以
降
、『
古
譚
』

に
お
け
る
〈
文
字
〉
が
注
目
の
対
象
と
な
り
、
森
田
眞
有
子
氏
に
、〈
文

字
〉
は
敦
自
身
に
と
っ
て
懐
疑
の
対
象
で
あ
る
一
方
で
「
救
い
」
で
あ

る
と
す
る
論二
三
の
あ
る
ほ
か
、
立
石
明
日
見
氏
に
、『
古
譚
』
は
、〈
文
字
〉

に
よ
っ
て
「『
こ
こ
ろ
』
を
永
遠
に
存
在
さ
せ
る
」
こ
と
を
テ
ー
マ
と

し
て
構
成
さ
れ
た
と
い
う
論
が
あ
る二
四
。
そ
の
一
方
で
新
井
通
郎
氏
は
、

『
古
譚
』
四
篇
の
主
人
公
が
、「
自
己
の
〈
限
界
〉
と
〈
崩
壊
〉」
と
い

う
共
通
の
結
末
を
持
つ
こ
と
か
ら
、『
古
譚
』
を
「
近
代
文
学
に
お
け

る
〈
説
話
文
学
〉
と
し
て
の
一
歩
」
と
位
置
づ
け
た二
五
。
ほ
か
に
も
、
比

較
文
学
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る二
六
。

し
か
し
、
石
原
千
秋
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
作
品
に
お
い
て
は
、

現
在
に
至
る
ま
で
、「
国
語
教
育
的
な
読
み
が
文
学
研
究
に
偏
在
し
て

い
な
が
ら
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
ず
に
い
る二
七
」
状
況
が
継
続
し
て
い
る

の
も二
八
事
実
で
あ
り
、
谷
智
子
氏
に
「
虎
に
な
っ
て
告
白
を
行
う
事
で
過

去
の
自
分
を
癒
し
て
い
る二
九
」
と
す
る
論
も
あ
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て

『
山
月
記
』
が
〈
自
我
の
物
語
〉
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

三
、
作
者
中
島
敦
と
戦
争
、
文
字
・
文
学
・
歴
史
観

１
、
中
島
敦
と
戦
争

中
島
敦
の
文
学
は
、
長
い
間
「
戦
争
そ
の
も
の
に
抵
抗
す
る
姿
勢
を

持
っ
て
い
た
と
は
決
し
て
言
え
は
し
な
い三
〇
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
戦
争
と

無
関
係
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、「
校
友
会

雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
作
品
で
あ
る
『
巡
査
の
居
る
風
景
』
や
、

『
虎
狩
』『
Ｄ
市
七
月
叙
景
（
一
）』
な
ど
に
は
、
当
時
の
植
民
地
の
実

情
や
、
朝
鮮
人
の
虐
殺
に
つ
い
て
言
及
す
る
部
分
も
見
ら
れ
、
敦
の
時

局
へ
の
眼
差
し
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
昭
和
十
二
年
の
手
帳
に
も
「
戦
争
ハ
何
時
迄
続
ク
カ
」（
九

月
十
日
）「
南
京
陥
落
。
旗
行
列
。
行
カ
ズ
」（
十
二
月
十
二
日
）
な
ど
の
、

戦
争
状
態
に
対
し
て
否
定
的
・
倦
怠
的
と
も
取
り
う
る
記
事
が
散
見
す

る
。
の
み
な
ら
ず
、
敦
は
、
当
時
の
「
役
所
」
や
「
役
人
」
の
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
も
、
疑
問
を
隠
さ
な
い
。

「
役
所
と
聞
く
だ
け
で
身
慄
ひ
が
す
る
」

「
頭
の
ハ
ッ
キ
リ
し
て
る
こ
と
は
、
役
人
（
小
役
人
）
と
し
て
一
番
、

出
世
の
邪
魔
に
な
る
事
ら
し
い
」

「
一
緒
に
、
役
人
と
い
ふ
物
（
殊
に
南
洋
庁
の
役
人
）
を
痛
快
な

ほ
ど
罵
倒
し
た
。」（
昭
和
十
六
年
十
月
一
日
中
島
た
か
宛
書
簡
）

「
現
下
の
時
局
で
は
、
土
民
教
育
な
ど
殆
ど
問
題
に
さ
れ
て
お
ら

ず
、
土
民
は
労
働
者
と
し
て
、
使
ひ
つ
ぶ
し
て
差
支
へ
な
し
と
い

ふ
の
が
為
政
者
の
方
針
ら
し
く
見
え
ま
す
。
之
で
、
今
迄
多
少
は

持
つ
て
ゐ
た
、
此
の
仕
事
へ
の
熱
意
も
、
す
っ
か
り
失
せ
果
て
ま

し
た
」（
十
一
月
六
日
父
田
人
宛
書
簡
）

（176）
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ま
た
、
日
記
の
中
に
も
、
南
洋
の
子
供
た
ち
に
日
本
語
を
教
え
る
日

本
人
教
師
た
ち
の
粗
暴
な
態
度
へ
の
非
難
が
た
び
た
び
あ
ら
わ
れ
る
。

作
家
自
身
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
敦
が
、
戦
争
に
対
し

て
決
し
て
無
関
心
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
批
判
的
な
視
線
を
向
け
て
い

た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

敦
は
ま
た
、
南
洋
に
取
材
し
た
小
作
品
『
鷄
』
に
お
い
て
、
南
洋
の

島
民
に
対
し
て
高
圧
的
な
態
度
を
取
る
教
師
の
在
り
か
た
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
自
身
に
就
い
て
云
ふ
な
ら
ば
、
斯
う
い
ふ
島
民
の
扱
ひ
方
に
対

し
て
別
に
人
道
主
義
的
な
顰
蹙
も
感
じ
な
い
が
、
さ
り
と
て
之
を

以
て
最
上
の
遣
り
方
と
推
奨
す
る
こ
と
に
も
多
分
の
躊
躇
を
感
じ

る
。（
略
）
困
つ
た
事
に
、
周
到
な
用
意
を
伴
つ
た
誠
心
誠
意
よ

り
も
、
尚
且
つ
、
単
な
る
強
制
の
方
が
良
い
結
果
を
あ
げ
る
場
合

が
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
。（
略
）
我
々
の
常
識
に
と
っ
て
再
び
困

つ
た
事
に
、
断
乎
た
る
強
圧
が
彼
等
を
単
に
表
面
ば
か
り
で
な
く

本
当
に
心
底
か
ら
驚
嘆
感
服
せ
し
め
る
場
合
も
確
か
に
在
り
得
る

の
だ
。

さ
ら
に
、
南
洋
の
民
の
風
俗
を
理
解
し
な
い
日
本
人
を
「
そ
れ
は
余

り
に
も
心
理
的
な
反
省
に
欠
け
た
人
に
違
ひ
な
い
」
と
断
定
す
る
な
ど
、

南
洋
人
を
一
段
下
に
お
い
て
〈
教
化
〉
し
よ
う
す
る
日
本
人
の
在
り
よ

う
に
対
す
る
批
判
と
も
と
れ
る
表
現
も
散
見
す
る
。
こ
れ
と
同
様
の
態

度
は
、『
李
陵
』
の
中
に
も
見
え
る
。
例
と
し
て
一
箇
所
を
あ
げ
た
い
。

　

は
じ
め
一
概
に
野
卑
滑
稽
と
し
か
映
ら
な
か
つ
た
胡
地
の
風
俗

が
、
し
か
し
、
そ
の
実
際
の
風
土
・
気
候
等
を
背
景
と
し
て
考
へ

て
見
る
と
決
し
て
野
卑
で
も
不
合
理
で
も
な
い
こ
と
が
、
次
第

に
李
陵
に
の
み
こ
め
て
来
た
。（
中
略
）
諸
夏
の
俗
を
正
し
き
も

の
、
胡
俗
を
卑
し
き
も
の
と
頭
か
ら
決
め
て
か
ゝ
る
の
は
、
余
り

に
も
漢
人
的
な
偏
見
で
は
な
い
か
と
、
次
第
に
李
陵
に
は
そ
ん
な

気
が
し
て
く
る
。
た
と
へ
ば
今
迄
人
間
に
は
名
の
外
に
字
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
物
と
、
故
も
な
く
信
じ
切
つ
て
ゐ
た
が
、
考
へ
て
見

れ
ば
字
が
絶
対
に
必
要
だ
と
い
ふ
理
由
は
何
処
に
も
な
い
の
で

あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
敦
の
作
品
に
は
、
当
時
の
日
本
の
支
配
体
制
へ
の

疑
義
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
記
述
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

２
、
文
字
・
文
学
・
歴
史

佐
々
木
充
氏
は
、「
古
譚
」
の
テ
ー
マ
は
、「
人
間
を
超
え
た
「
あ
る

も
の
」
の
見
え
ざ
る
人
間
支
配
」
で
あ
り
、「『
古
譚
』
の
主
人
公
た
ち

は
、〈
言
葉
・
文
字
〉
と
い
う
も
の
が
気
ま
ぐ
れ
に
か
い
ま
見
せ
る
目

く
ら
む
よ
う
な
呪
縛
圏
の
無
限
の
宇
宙
に
、
戦
慄
し
、
や
が
て
秘
密

を
知
っ
た
が
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

佐
々
木
氏
は
「
あ
る
も
の
」
は
〈
言
葉
・
文
学
〉
で
あ
り三
一
、
こ
れ
ら
が

『
古
譚
』
を
貫
く
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

項
で
は
、〈
文
字
〉〈
文
学
〉〈
歴
史
〉
に
つ
い
て
の
、
敦
の
考
え
を
模

（175）
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索
す
る
。

『
文
字
禍
』
の
中
で
、
敦
は
「
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
事

じ
ゃ
」
と
書
い
て
い
る
。
人
は
〈
文
字
〉
を
得
る
事
に
よ
っ
て
、
初
め

て
こ
と
ば
を
「
遺
す
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
つ
ま
り
、〈
文
字
〉
と

は
、
時
を
越
え
る
道
具
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
狐
憑
』

の
主
人
公
シ
ャ
ク
が
、
物
語
を
語
り
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後

は
村
民
に
食
わ
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
彼
の
存
在
が
「
誰
も

知
ら
な
い
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
も
現
れ
る
。
シ
ャ

ク
が
跡
形
も
な
く
消
滅
し
た
の
は
、〈
文
字
〉
と
い
う
「
遺
す
」
た
め

の
道
具
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
土
佐
秀
里
氏
は
、『
古
譚
』
四
篇
の
共
通
点
と
し
て
、「「
記
憶
」

が
失
わ
れ
る
こ
と
の
恐
怖
と
、
そ
れ
を
永
遠
に
定
着
さ
せ
る
も
の
と
し

て
の
「
文
字
」
の
絶
対
性三
二
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

人
は
、
言
語
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
己
を
主
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
川
村
湊
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
原
始
社
会
が
「
文
字
」

を
持
ち
始
め
る
こ
と
と
、「
権
力
」
の
発
生
す
る
こ
と
は
同
時
的三
三
」
で

も
あ
る
と
い
え
る
。
文
字
を
利
用
し
、「
書
き
」「
残
す
」
事
が
出
来
て

は
じ
め
て
、
人
々
は
自
ら
の
主
張
を
訴
え
、
後
代
に
「
遺
す
」
こ
と
も

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
文
字
禍
』
の
主
人
公
で
あ
る
博

士
は
粘
土
板
に
つ
ぶ
さ
れ
て
死
に
、
消
え
て
し
ま
う
が
、
粘
土
板
に
刻

ま
れ
た
〈
文
字
〉
は
「
遺
り
」、
ニ
ネ
ヴ
ェ
の
図
書
館
の
発
掘
と
と
も

に
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
〈
文
字
〉
の
「
主
張
」
と
「
永
続
性
」

は
、
戦
時
下
の
日
本
で
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
文
壇
は
、
徳
富

蘇
峰
を
会
長
と
す
る
「
文
学
報
国
会
」
を
結
成
し
、
国
民
の
気
運
を
高

め
る
よ
う
な
文
学
を
生
み
出
す
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
政
府

は
歴
史
の
「
正
典
」
と
し
て
、
旧
い
「
記
録
」
で
あ
る
記
紀
を
採
用
し
、

万
世
一
系
の
天
皇
家
の
正
当
性
を
強
力
に
印
象
づ
け
る
運
動
を
盛
ん
に

行
っ
た
。
立
石
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り三
四
、〈
文
字
〉
と
は
、
す
な
わ

ち
「
永
続
性
」
や
「
権
力
」
を
も
生
み
出
す
可
能
性
を
も
っ
た
道
具
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

〈
文
学
〉
に
関
す
る
敦
の
言
辞
の
う
ち
、
特
に
著
名
な
も
の
と
し
て
、

遺
稿
『
章
魚
木
の
下
で
』
の
中
の
一
文
「
戦
争
は
戦
争
。
文
学
は
文
学
。

全
然
別
の
物
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
。」
が
あ
る
。
木
村
一
信
氏
は
、

こ
れ
を
「
痛
烈
な
批
判
意
識
」
と
捉
え
、「
当
時
の
文
壇
が
否
応
な
し

に
戦
争
協
力
体
制
に
統
合
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
際
、
進
ん
で
、
何
ら
の

後
ろ
め
た
さ
も
も
た
ず
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
作
家
た
ち
へ
の
挑
戦三
五
」

と
す
る
。
ま
た
、
敦
に
は
、
当
時
戦
争
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
〈
文
学
〉
を
、〈
文
学
〉
の
「
代
用
品
」
と
い
う
こ
と
ば

で
あ
き
ら
か
に
揶
揄
、
あ
る
い
は
危
惧
す
る
態
度
が
見
え
る
。

〈
歴
史
〉
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
宮
田
一
生
氏
が
、「〈
歴
史
〉

と
そ
の
〈
記
述
〉
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
問
題
を
含
ん
で
い
た
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
中
島
が
無
関
心
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い三
六
」
と
い
う

よ
う
に
、
敦
の
〈
歴
史
〉
に
対
す
る
強
い
関
心
は
、『
李
陵
』
に
お
け

（174）
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る
司
馬
遷
の
歴
史
著
述
の
姿
勢
の
描
写
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。

述
而
不
作
（
略
）
司
馬
遷
に
と
つ
て
、
単
な
る
編
年
体
の
事
件
列

挙
は
未
だ
「
述
べ
る
」
の
中
に
は
ひ
ら
ぬ
物
だ
つ
た
し
、
ま
た
、

後
世
人
の
事
実
そ
の
も
の
を
知
る
事
を
妨
げ
る
よ
う
な
、
余
り
に

も
道
義
的
な
断
案
は
、
寧
ろ
「
作
る
」
の
部
類
に
入
る
や
う
に
思

は
れ
た
。

司
馬
遷
の
「
述
而
不
作
」
の
苦
悩
か
ら
は
、「
歴
史
」
の
著
述
に
関
す

る
敦
の
問
題
意
識
が
う
か
が
え
る
。
本
文
中
で
、「
述
而
不
作
」
の
語
は
、

作
為
を
排
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
・
史
実
を
〈
歴
史
〉
と
し
て
残
す

と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
一
方
で
、
戸
塚
安
津
子
氏
は
、「〈
書
き

文
字
〉
が
後
世
に
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
て
い
く
歴
史
と
は
、
大
王

が
選
び
取
る
歴
史
、
権
力
者
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
歴
史
で
あ
り
、

エ
リ
バ
博
士
の
認
識
通
り
真
実
で
は
な
い
の
で
あ
る
。三
七」
と
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、〈
記
述
〉
は
事
実
を
〈
歪
曲
〉
す
る
〈
主
観
〉
と
不
可
分
で

あ
り
、
権
力
者
た
ち
は
歴
史
書
の
作
成
を
通
し
て
自
ら
の
正
当
性
を
印

象
付
け
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
記
述
を
永
く
後
代
に
〈
遺
す
〉
こ
と
を

可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
は
、
皇
国
史
観
、
す
な
わ
ち
「
作

り
上
げ
ら
れ
る
歴
史
」
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。「
述
而
不
作
」
を
掲
げ

る
敦
が
、
好
感
情
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
敦
は
『
名
人
傳
』

の
草
稿
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
書
く
。

冒
頭
に
述
而
不
作
な
ど
と
宣
言
し
て
了
っ
た
手
前
、
い
や
で
も
古

書
の
本
文
通
り
に
記
述
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
陥
っ
た
。
さ
も
な

く
ば
、
寓
話
作
者
の
・
﹇
勝
手
﹈
自
由
な
裁
量
に
よ
つ
て
此
の
項

を
削
り
﹇
去
り
﹈、
以
て
名
人
紀
昌
の
道
徳
的
純
潔
を
保
証
し
た

い
の
は
山
々
な
の
だ
が

先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
名
人
傳
』
は
『
列
子
』

に
取
材
し
て
い
る
。『
列
子
』
は
時
代
を
こ
え
て
数
多
の
編
者
た
ち
の

手
を
経
て
成
立
し
た
書
物
で
あ
る三
八
。
そ
の
本
文
に
典
拠
を
求
め
な
が
ら
、

あ
え
て
「
不
作
」
の
語
を
掲
げ
る
敦
の
態
度
は
、
記
紀
を
自
国
史
の
正

典
と
し
た
標
榜
す
る
政
府
に
対
す
る
諧
謔
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
中
島
敦
は
〈
文
字
〉・
〈
文
学
〉・
〈
歴
史
〉
を
、

〈
権
力
〉
と
結
び
付
け
て
利
用
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
為
政
者
に
よ
っ
て
選
択
・
淘
汰
さ
れ
た
後
の
〈
文
学
〉
や
〈
歴
史
〉

が
重
視
さ
れ
、
た
と
え
正
当
な
主
張
や
史
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
記

録
さ
れ
な
け
れ
ば
後
世
に
「
遺
る
」
事
は
な
い
点
に
、
敦
は
危
惧
を
感

じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

３
、『
山
月
記
』
執
筆
当
時
の
時
代
背
景

本
項
で
は
、『
山
月
記
』
執
筆
当
時
に
、
中
島
敦
の
周
辺
で
発
生
し

た
事
件
に
注
目
す
る
。

佐
々
木
充
氏三
九
や
木
下
東
吉
氏四
〇
の
論
に
も
と
づ
き
、
本
作
品
の
執
筆
期

間
を
昭
和
十
五
年
か
ら
昭
和
十
六
年
六
月
ま
で
と
考
え
た
場
合
、
当
時

の
日
本
に
お
け
る
、
戦
争
と
思
想
・
学
問
に
関
連
す
る
事
件
の
概
要
は

（173）



9

中島敦『山月記』を読む

次
の
年
表
で
あ
ら
わ
せ
る四
一
。

昭
和
七
年　

八
月　

 

国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
転
向
学
生
の
思
想
善
導

の
為
に
御
用
学
者
を
集
め
て
設
立
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

六
月　

 

警
視
庁
に
特
別
高
等
警
察
部
設
置
。
各
府
県
に
も

特
高
課
を
置
く
。

　
　
　
　
　

九
月　

満
州
議
定
書
（
十
五
日
）

　
　

八
年　

四
月　

閣
議
に
よ
り
思
想
対
策
協
議
会
の
設
置
を
決
定

　
　
　
　
　

五
月　

 

鳩
山
文
相
、
京
都
大
学
教
授
滝
川
幸
辰
の
休
職
を

要
求
（
十
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

滝
川
教
授
休
職
発
令
に
伴
い
宮
本
法
学
部
長
ら

三
十
八
人
辞
表
提
出
（
二
十
九
日
）

　
　

九
年　

四
月　

 

司
法
省
に
思
想
検
事
を
設
置
（
十
二
年
七
月
に
は

教
学
局
と
し
て
拡
大
）（
二
十
五
日
）

　
　
　
　
　

六
月　

文
部
省
に
思
想
局
を
設
置
（
一
日
）

　
　

十
年　

二
月　

美
濃
部
達
吉
天
皇
機
関
説
事
件
（
十
八
日
）

　
　
　
　
　

三
月　

衆
議
院
、
国
体
明
徴
決
議
案
可
決
（
二
十
三
日
）

　
　

十
一
年
二
月　

二
・
二
六
事
件

　
　
　
　
　

五
月　

 

貴
族
院
斉
藤
隆
夫
、
軍
人
の
政
治
関
与
を
非
難
。

郡
首
脳
部
の
改
革
を
要
求
。
そ
の
際
議
員
津
村
重

舎
の
発
言
が
軍
部
の
怒
り
に
触
れ
、
津
村
は
懲
罰
、

辞
職
。『
東
京
朝
日
』
は
津
村
批
判
の
社
説
を
掲

載
し
、
軍
部
と
の
軋
轢
を
避
け
た
が
、
世
論
は
津

村
に
同
情
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

十
月　

 

軍
部
が
「
政
党
活
動
の
制
限
・
議
会
の
政
府
弾
劾

権
の
停
止
・
選
挙
権
の
制
限
」
な
ど
の
改
革
案
を

議
会
に
提
出
。
政
党
と
軍
部
の
対
立
深
刻
化
。

　
　

十
二
年
一
月　

 

政
友
会
浜
田
国
松
、
寺
内
陸
相
と
「
腹
切
り
問
答
」

を
展
開
。（
軍
部
の
政
治
へ
の
台
頭
を
懸
念
）　　

　
　
　
　
　

五
月　

思
想
犯
保
護
観
察
法
公
布
（
二
十
八
日
）

　
　
　
　
　

七
月　

盧
溝
橋
事
件
（
七
日
）

　
　
　
　

十
一
月　

矢
内
原
忠
雄
筆
禍
事
件

　
　
　
　

十
二
月　

 

第
一
次
人
民
戦
線
事
件
（
山
川
均
ら
労
農
派
な
ど

四
百
人
検
挙
）

　
　
　
　
　
　
　
　

南
京
大
虐
殺
（
十
三
日
）

　
　

十
三
年
一
月　

 

第
一
次
近
衛
声
明　

対
中
国
和
平
政
策
の
打
ち
切

り
「
国
民
政
府
対
手
と
せ
ず
」

　
　
　
　
　

二
月　

兵
役
法
改
正　

学
徒
の
在
営
期
短
縮
特
典
廃
止

　
　
　
　
　

四
月　

国
家
総
動
員
法
公
布
（
一
日
）

　
　
　
　
　

五
月　

 

近
衛
内
閣
改
造
。
民
需
の
切
り
詰
め
に
よ
っ
て
国

民
生
活
の
逼
迫
を
招
く
。
言
論
・
思
想
弾
圧
が
激

化
し
、
自
由
・
民
主
主
義
も
「
共
産
主
義
の
温
床
」

と
し
て
弾
圧
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 
一
方
「
思
想
戦
」
が
進
行
、
武
漢
作
戦
に
多
数
の
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作
家
が
従
軍
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
内
兵
衛
ら
労
農
派
教
授
一
挙
検
挙
事
件
・
河
合

栄
治
郎
筆
禍
事
件

　
　

十
四
年
一
月　

近
衛
内
閣
退
陣

　
　
　
　
　

三
月　

国
民
精
神
総
動
員
委
員
会
官
制
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　

大
学
の
軍
事
教
練
を
必
修
と
す
る
。（
三
十
日
）

　
　
　
　
　

四
月　

青
年
学
校
を
義
務
制
と
す
る
。

　
　
　
　
　

九
月　

 

中
等
学
校
入
試
廃
止
（
内
申
書
・
人
物
考
査
・
身

体
検
査
で
選
抜
へ
）

　
　

十
五
年
一
月　

津
田
左
右
吉
筆
禍
事
件

　
　
　
　
　

九
月　

中
等
学
校
教
科
書
が
指
定
制
と
な
る
。（
十
二
日
）

　
　
　
　
　

十
月　

大
政
翼
賛
会
発
足
（
十
二
日
）

　
　
　
　

十
一
月　

 

高
等
師
範
・
専
門
学
校
等
の
教
科
書
が
文
相
認
可

制
と
な
る
。

　
　

十
六
年
一
月　

大
日
本
青
少
年
団
結
成

　
　
　
　
　

三
月　

国
民
学
校
令
（
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

朝
鮮
総
督
府
、
国
民
学
校
規
定
を
公
布
、
朝
鮮

語
学
習
を
禁
止
・
教
学
局
「
臣
民
の
道
」
刊
行

（
三
十
一
日
）

一
般
に
、
昭
和
八
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
た
滝
川
事
件
以
来
、「
学
問
・

学
者
・
大
学
に
た
い
す
る
右
翼
・
超
国
家
主
義
者
・
一
部
の
国
会
議
員

に
よ
る
政
治
的
攻
撃
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
じ
ま
り
、
研
究
と
教
育
の

自
由
か
ら
言
論
・
表
現
の
自
由
に
い
た
る
ま
で
の
既
成
の
民
主
主
義
的

権
利
そ
の
も
の
の
扼
殺
が
は
じ
ま
っ
た四
二
」
と
い
う
。
勝
又
志
保
氏
の
指

摘
に
あ
る
よ
う
に
、
敦
が
昭
和
十
五
年
の
津
田
左
右
吉
事
件
を
主
と
す

る
舌
禍
事
件
を
『
文
字
禍
』
に
お
け
る
舌
禍
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り四
三
、
そ
の
他
の
事
件
も
『
古
譚
』
な
ど
、
同
時
期
の

作
品
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
当
時
は
、
挙
国
一
致
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
理
由
で
、
優
れ

た
思
想
を
弾
圧
す
る
事
件
が
多
発
し
た
。
昭
和
十
年
の
天
皇
機
関
説
事

件
に
お
い
て
、
岡
田
首
相
・
松
田
文
相
は
「
機
関
説
の
用
語
は
穏
当
で

は
な
い
が
、
国
体
に
反
す
る
と
は
考
え
な
い
」
と
の
判
断
を
示
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
翼
蓑
田
胸
喜
・
貴
族
院
菊
池
武
夫
の
主
張
に

よ
っ
て
美
濃
部
の
〈
非
〉
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
時
の
文
化

人
や
閣
僚
が
強
硬
派
に
押
し
切
ら
れ
、
弾
圧
が
激
化
し
た
例
と
い
え
る
。

新
し
い
事
件
の
た
び
に
、
国
家
機
構
の
中
に
思
想
弾
圧
の
た
め
の
部
局

が
増
加
し
、
国
民
全
体
が
戦
争
肯
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

昭
和
十
三
年
に
は
、
多
く
の
作
家
が
従
軍
し
た
と
の
記
事
も
残
る
。
思

想
の
強
制
は
、
国
民
を
対
象
と
し
た
も
の
に
留
ま
ら
な
い
。
理
想
的
な

挙
国
一
致
内
閣
と
し
て
国
民
に
期
待
さ
れ
、
支
持
さ
れ
た
近
衛
文
麿
内

閣
は
、
発
足
当
時
に
は
日
中
戦
争
の
不
拡
大
を
謳
い
な
が
ら
、
わ
ず
か

一
ヶ
月
後
に
は
盧
溝
橋
事
件
の
発
生
を
迎
え
、
和
平
交
渉
の
不
調
か
ら

大
戦
へ
の
一
途
を
辿
っ
た
。
こ
れ
ら
の
時
局
の
有
様
が
、
敦
の
作
品
に
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何
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

４
、『
山
月
記
』
の
〈
時
間
〉―

天
宝
十
五
年
の
唐―

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
山
月
記
』
の
作
品
内
現
在
で
あ
る
「
天
宝

末
年
」
す
な
わ
ち
天
宝
十
五
年
の
唐
に
注
目
す
る
。
天
宝
十
五
年
当
時

は
唐
の
時
代
で
あ
り
、
玄
宗
皇
帝
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
玄
宗
は
、
開

元
の
治
と
い
う
善
政
を
し
き
、
そ
の
治
世
下
で
学
問
や
文
化
は
大
い
に

振
興
し
た
と
さ
れ
る
。

一
方
で
、
初
唐
か
ら
盛
唐
に
か
け
て
の
中
国
で
は
、
律
令
が
整
え
ら

れ
る
と
同
時
に
、
選
挙
制
度
が
進
化
し
、
習
学
機
構
も
変
化
し
た
と
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
学
術
文
化
が
一
元
化
さ
れ
た
。
隋
代
に
陸
法
言
ら
が

整
え
た
「
切
韻
」
に
よ
り
、
漢
語
に
標
準
音
の
意
識
が
深
ま
っ
た
こ
と

を
う
け
、
顔
氏
の
「
字
様
」
の
編
纂
に
よ
っ
て
標
準
字
体
が
普
及
し
、

任
官
の
際
に
は
書
の
優
劣
が
試
験
さ
れ
た
。
従
来
多
様
で
あ
っ
た
「
五

経
」
の
解
釈
も
、『
五
経
正
義
』
の
編
纂
に
よ
り
一
定
化
さ
れ
た
。
ま
た
、

開
元
の
治
の
一
環
と
し
て
、
進
士
科
の
科
挙
の
な
か
に
、
あ
ら
た
に
詩

賦
が
追
加
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
は
、
国
全
体
が
、
標
準
的
な
〈
こ

と
ば
〉
と
〈
文
字
〉
で
統
一
さ
れ
、
人
々
は
一
定
の
教
科
書
で
学
問
し
、

詩
と
い
う
〈
文
学
〉
も
出
世
の
た
め
の
道
具
と
い
う
、
政
治
的
特
色
を

帯
び
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
は
じ
め
た
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
加

田
誠
氏
に
よ
れ
ば
、
出
世
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
「
詩
」
は
阿
る
よ
う

な
響
き
を
備
え
は
じ
め
、
宮
廷
應
制
詩
人
た
ち
は
、
国
力
大
発
展
の
時

世
に
、
悲
壮
激
越
な
調
子
で
外
征
の
功
を
誇
示
し
た
と
い
う四
四
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
が
、
植
民
地
の
人
々
に
日
本
国
民
と
し

て
の
日
本
語
教
育
を
徹
底
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、〈
文
学
〉

が
政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
点
も
、「
文
学
報
国
会
」
の
組
織
や
、
戦
意

高
揚
の
た
め
の
〈
文
学
〉
を
善
し
と
し
た
戦
時
下
の
文
壇
と
の
共
通
点

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
唐
代
に
は
、
精
力
的
な
歴
史
編
纂
事
業
の
記
録
が
あ
る
。

ま
ず
、
唐
代
初
期
に
、
天
子
の
言
行
を
忠
実
に
記
録
す
る
と
い
う
伝
統

に
則
り
、
紀
伝
体
の
「
唐
書
（
国
史
）」
を
官
撰
す
る
体
制
が
整
っ
た
。

唐
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
太
宗
は
、「
唐
朝
の
正
当
性
を
歴
史
記
述
に
定

着
さ
せ
る
べ
く
積
極
的
に
前
代
正
史
の
編
纂
を
推
進
」
す
る
だ
け
で
な

く
、
特
に
『
晋
書
』
で
は
、
太
宗
自
ら
が
一
部
を
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
史
書
編
纂
が
純
粋
な
文
化
事
業
で
は
な
く
、
劉
知
幾
が
『
史

通
』
で
「
要
人
の
干
渉
や
監
修
が
直
筆
を
妨
げ
る
」
と
批
判
し
て
い
る

よ
う
に
、「
正
当
な
王
朝
」
に
よ
っ
て
歴
史
を
選
択
・
淘
汰
す
る
作
業

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
敦
に
と
っ
て
、
当
時
の
日
本
に
お
け

る
皇
国
史
観
も
ま
た
、「
正
当
な
王
朝
」
に
よ
っ
て
「
作
ら
れ
た
」
歴

史
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
代
は
、「
正
当
な
王
朝
」
や
権
力
者
が

選
ん
だ
唯
一
の
事
物
を
国
民
全
員
が
使
用
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い

た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
時
の
日
本
と
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
の
で

あ
る
。

当
時
の
唐
は
、
周
辺
の
小
国
に
対
す
る
外
交
政
策
と
し
て
、
武
力
と
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謀
略
に
よ
る
侵
略
と
い
う
方
法
を
と
り
、
周
辺
の
異
民
族
を
鎮
圧
す
る

た
め
に
、
国
境
の
要
所
に
都
護
府
を
置
い
た
。
こ
れ
は
、
唐
の
武
力
に

帰
順
し
た
諸
部
族
の
統
治
・
支
配
を
目
的
と
し
て
、
中
央
か
ら
官
吏
・

「
軍
隊
」
を
派
遣
し
て
統
治
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
当
時
の
殖
民
地

政
策
と
一
致
す
る
部
分
が
多
い
。
当
時
名
将
と
さ
れ
た
高
仙
芝
に
も
、

南
詔
の
降
伏
を
無
視
し
て
完
全
制
圧
す
る
と
い
う
「
不
義
の
戦
い
」
の

記
録
が
あ
る
一
方
で
、
敗
戦
の
記
事
が
『
旧
唐
書
』
に
は
存
在
し
な
い

な
ど
、
歴
史
の
選
別
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る四
五
。
以
上
の
よ
う

な
侵
略
の
手
段
に
は
、
南
洋
や
満
州
に
お
け
る
日
本
軍
の
手
法
と
の
類

似
が
認
め
ら
れ
、
作
品
分
析
の
上
で
も
有
用
で
あ
る
可
能
性
が
否
定
で

き
な
い
。

ま
た
、
天
宝
十
五
年
は
、
安
史
の
乱
が
終
焉
を
む
か
え
た
年
で
も
あ

る
。
当
時
唐
国
内
で
は
、
既
に
税
制
や
兵
制
は
破
綻四
六
し
、
宮
中
に
は
奸

臣
が
跋
扈
し
て
お
り
、
国
民
は
国
庫
の
負
担
に
く
る
し
み
、
全
国
的
に

不
安
が
高
ま
っ
て
い
た
。「
天
宝
末
年
」
は
、
破
綻
寸
前
の
帝
国
が
、

異
民
族
の
反
乱
を
契
機
と
し
て
崩
壊
へ
と
向
か
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

漢
文
学
を
家
の
学
問
と
し
て
い
た
敦
が
、
作
品
内
の
現
在
と
し
て
「
天

宝
末
年
」
を
採
っ
た
背
景
に
は
、
大
日
本
帝
国
そ
の
も
の
へ
の
非
難
や
、

帝
国
の
崩
壊
へ
の
暗
示
の
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。

日
野
啓
三
氏
は
「
中
島
敦
は
大
学
で
は
国
文
学
科
出
身
な
の
に
（
中

略
）
日
本
の
過
去
の
物
語
を
題
材
に
も
し
て
い
な
い四
七
」
と
す
る
が
、『
文

字
禍
』
の
内
容
を
見
る
限
り
、
敦
が
言
論
統
制
へ
の
抵
触
を
避
け
る
こ

と
へ
の
必
要
性
を
理
解
し
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
勝
又
志
保
氏
の
言
う
よ
う
に
、
敦
は
こ
の

戦
時
中
と
い
う
「
重
苦
し
い
時
代四
八
」
を
、
観
察
・
分
析
し
、
批
評
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
視
点
は
、
当
時
の
文
壇
に
求
め
ら
れ
た
、

時
局
に
好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
近
世
の
文
芸
に
お
い
て
も
、

出
版
物
へ
の
弾
圧
を
忌
避
す
る
目
的
か
ら
、
作
品
世
界
を
過
去
の
一
時

代
に
仮
託
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
敦
が
戦
時
下
の
日
本
に
お

い
て
、
日
本
そ
の
も
の
を
題
材
に
と
る
危
険
を
避
け
た
と
考
え
る
こ
と

は
不
可
能
で
は
な
い
。

三
、
結
論
と
展
望

以
上
、
本
稿
で
は
、
従
来
の
「
自
我
の
物
語
」
と
し
て
の
『
山
月
記
』

か
ら
離
れ
、『
古
譚
』
全
編
を
通
じ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
文
字
〉〈
文
学
〉

〈
歴
史
〉
と
い
う
視
点
か
ら
『
山
月
記
』
を
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
。

そ
の
結
果
、
中
島
敦
が
戦
争
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
事
、
彼
が
『
山

月
記
』
を
つ
う
じ
て
、
戦
争
へ
の
批
判
、
特
に
思
想
言
論
統
制
へ
の
批

判
を
描
い
て
い
る
可
能
性
が
う
か
が
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
山
月
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
『
古
譚
』
全
編
に
お
い
て
、
物
語
内
現
在
が
、
い
ず

れ
も
国
情
の
不
安
定
な
時
代
や
、
軍
国
主
義
下
に
あ
る
国
に
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
前
述
の
視
点
で
敦
の
作
品
に
注

目
し
た
と
き
、
南
洋
行
直
前
か
ら
遺
稿
ま
で
の
作
品
の
多
く
に
、
同
様
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中島敦『山月記』を読む

の
思
想
が
現
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
そ
れ
ら
の

作
品
に
関
し
て
も
、
同
様
の
読
み
を
試
み
る
。

ま
た
、
本
稿
は
、
主
人
公
の
李
徴
が
虎
に
変
化
す
る
理
由
に
つ
い
て

考
察
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
稿
で
は
、
虎
が
周
辺
諸
国
を
侵
略
破

壊
す
る
象
徴
と
し
て
選
ば
れ
た
可
能
性
や
、
李
徴
の
苦
悩
が
、
時
局
へ

の
疑
念
や
、
戦
時
下
の
政
策
へ
の
疑
問
を
感
じ
な
が
ら
も
、
従
わ
ざ
る

を
得
な
い
〈
人
々
〉
の
苦
悩
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。

（
講
師　

日
本
近
世
文
学
）

注
一 

こ
の
こ
と
は
、
小
野
友
子
「「
山
月
記
」
論
序
説―

制
度
と
し
て
の
教
科

書
」　
「
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
二
十
二
」　

平
成
七
年
三

月
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二 

土
佐
秀
里
「『
李
徴
』
と
『
人
虎
傳
』、
そ
し
て
『
山
月
記
』―
〈
解
釈
〉

の
諸
相
」
早
稲
田
実
業
学
校
研
究
紀
要
三
三　

平
成
十
一
年
三
月
、
多

田
裕
子
「
中
島
敦
作
品
研
究―

『
人
虎
傳
』
と
の
比
較
考
証
に
よ
る
『
山

月
記
』
論―

」
弘
学
大
語
文
一
二　

昭
和
六
十
一
年
三
月
な
ど
に
よ
る
。

三 

佐
々
木
充
「
山
月
記
」
項
目
に
よ
る
。『
日
本
大
百
科
全
書
』
平
成
六

年　

小
学
館

四 

匿
名
「
三
田
文
学
」
昭
和
十
七
年
三
月

五 

中
村
光
夫
「
青
春
と
教
養―

中
島
敦
に
つ
い
て
」　
「
批
評
」
昭
和
十
八

年
四
月
号

六 

注
三
に
同
じ

七 

深
田
久
弥
「
中
島
敦
君
の
作
品
」　
「
ツ
シ
タ
ラ
第
二
輯
」
中
島
敦
全
集

第
三
巻
月
報　

昭
和
三
十
四
年
九
月
三
十
日

八 

大
西
雄
二
郎
「
中
島
敦
の
一
側
面
」　
「
ツ
シ
タ
ラ
第
三
輯
」　

中
島
敦
全

集
第
四
巻
月
報　

昭
和
三
十
五
年
六
月

九 

注
八
に
同
じ

一
〇 

注
八
に
同
じ

一
一 

佐
々
木
充
「「
山
月
記
」―

存
在
の
深
淵
」『
中
島
敦
の
文
学
』
昭
和

四
十
八
年
六
月　

桜
楓
社
（
初
出
「『
山
月
記
』
論―

『
古
譚
』
の
世
界
」

「
国
語
国
文
研
究
」
三
一
昭
和
四
十
年
九
月
）

一
二 

注
三
に
同
じ

一
三 

鷺
只
雄　
「
言
語
と
文
芸
」
五
〇　

昭
和
四
十
二
年
一
月

一
四 

木
村
一
信
「
山
月
記
」
論　
「
日
本
文
学
」
二
四
・
四　

昭
和
五
十
年
四

月
／
木
村
東
吉
「『
山
月
記
』
成
立
期
考
」「
国
文
学
攷
」
八
二　

昭
和

五
十
四
年
六
月
な
ど
。

一
五 

越
智
良
二
「
中
島
敦
「
木
乃
伊
」
覚
え
書
」　
「
愛
媛
国
文
と
教
育
」

二
〇　

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
な
ど
に
よ
る
。

一
六 

黒
川
友
治
「『
山
月
記
』
の
レ
ト
リ
ッ
ク―

臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞

恥
心
」　
「
解
釈
」
三
三
・
六　

昭
和
六
十
二
年

一
七 

昆
隆
「「
山
月
記
」
読
解
」「
日
本
文
学
」
三
四
・
六　

昭
和
六
十
年
六
月

一
八 

諸
坂
成
利
「
ボ
ル
ヘ
ス
の
短
歌
と
中
島
敦
の
「
山
月
記
」
？
」「
比
較
文

学
」
三
〇　

昭
和
六
十
三
年
三
月
な
ど
に
よ
る
。

 

梅
本
宣
之
「
中
島
敦
『
古
譚
』
の
成
立
」　
「
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
年
報
」

三
六　

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

一
九 
蓼
沼
正
美
「『
山
月
記
』
論
」　

自
己
劇
化
と
し
て
の
語
り　
「
国
語
国
文

研
究
」
八
七　

平
成
二
年
十
二
月

二
〇 

天
野
真
美
「
戦
時
下
の
「
古
譚
」―

言
葉
と
権
力―

」　
「
早
稲
田
大
学

教
育
学
部
学
術
研
究
（
国
語
・
国
文
学
）」
四
四　

平
成
八
年
二
月
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二
一 

山
成
亜
樹
子
「
中
島
敦
研
究
」「
玉
藻
」
三
五　

平
成
十
一
年
九
月

二
二 

吉
田
未
和
「『
古
譚
』
に
お
け
る
中
島
敦
の
〈
こ
と
ば
〉」　
「
国
語
と
国

文
学
」
平
成
十
一
年
三
月

二
三 
森
田
眞
有
子
「
中
島
敦
『
古
譚
』
に
お
け
る
言
語
と
実
存―

「
文
字
禍
」

を
中
心
に
」「
国
文
目
白
」
四
六　

平
成
十
九
年

二
四 

立
石
明
日
見
「
中
島
敦
『
古
譚
』
論
」「
障
蔭
国
文
学
」
四
七　

平
成

二
十
二
年

二
五 

新
井
通
郎
「
中
島
敦
「
山
月
記
」
の
世
界
」「
二
松
」
二
二　

平
成
二
〇

年

二
六 

奥
野
政
元
「
中
島
敦
の
異
世
界
表
現―

『
古
譚
』
を
め
ぐ
っ
て
」「
日
本

文
学
研
究
」
四
七　

平
成
二
十
四
年

二
七 

石
原
千
秋
「
言
葉
を
め
ぐ
る
寓
話
」
海
燕
十
一
・
一
〇　

平
成
三
年
十
月

二
八 

河
内
章
「「
性
狷
介
」―

『
山
月
記
』
李
徴
の
性
格
の
設
定―

」「
解
釈
」

四
三
・
一　

平
成
九
年
一
月
、
淵
原
伸
子
「「
山
月
記
」
論
」　

金
沢
大
学

国
語
国
文
二
二　

平
成
九
年
二
月
）
な
ど
に
よ
る
。

二
九 

谷
智
子
「
中
島
敦
『
山
月
記
』
に
つ
い
て―
変
身
が
も
た
ら
す
自
己
意

識
の
確
定
」「
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
九　

平
成
十
一
年
十
二
月

三
〇 

木
村
一
信
「
中
島
敦
「
章
魚
木
の
下
で
」
論―

文
学
的
定
位
の
起
点―

」

「
日
本
文
学
」
二
六　

昭
和
五
十
二
年

三
一 

注
一
一
に
同
じ

三
二 

土
佐
秀
里
「『
李
徴
』
と
『
人
虎
傳
』
そ
し
て
『
山
月
記
』―

解
釈
の
諸
相
」

「
早
稲
田
実
業
学
校
研
究
紀
要
」
三
三　

平
成
十
一
年
三
月

三
三 

川
村
湊
「「
無
文
字
社
会
の
誘
い
」―

中
島
敦
と
〈
ア
ジ
ア
〉
的
な
も
の
」

所
収
）
勝
又
浩
・
木
村
一
信
『
中
島
敦　

昭
和
作
家
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
』

双
文
社
出
版　

平
成
四
年
十
一
月

三
四 

注
二
四
に
同
じ

三
五 

木
村
一
信
「
中
島
敦
「
章
魚
木
の
下
で
」
論―

文
学
史
的
定
位
の
基

点―

」　
「
日
本
文
学
」
二
六
・
八　

昭
和
五
十
二
年
八
月

三
六 

宮
田
一
生
「
中
島
敦
『
文
字
』
論
」　
「
日
本
文
芸
研
究
」

四
十
七
・
一　

平
成
七
年
六
月

三
七 

戸
塚
安
津
子　
「『
文
字
禍
』
考
」　
「
百
舌
鳥
国
文
」
一
三　

平
成
九
年

十
一
月

三
八 

飯
倉
照
平
「
註
」　
『
山
月
記
・
李
陵　

他
九
篇
』
岩
波
文
庫　

平
成
六

年　

な
ど
に
よ
れ
ば
、『
列
子
』
は
、
戦
国
時
代
の
趙
の
人
列
禦
寇
の
著

作
と
さ
れ
る
が
、
現
在
の
テ
ク
ス
ト
は
前
漢
末
に
劉
向
の
校
訂
を
経
た

の
ち
東
晋
の
張
湛
に
よ
っ
て
註
釈
・
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
人

に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三
九 

佐
々
木
充
『
中
島
敦　

近
代
文
学
資
料
（
一
）』
桜
楓
社　

昭
和
四
十
九

年
に
、「
昭
和
十
五
年
か
ら
翌
十
六
年
春
こ
ろ
ま
で
」
と
あ
る
。

四
〇 

木
村
東
吉
「『
山
月
記
』
成
立
期
考
」「
国
文
学
」
八
二　

昭
和
五
十
四

年
六
月
／
「「
古
譚
」
成
立
期
考
」
日
本
文
学
二
九
・
七　

昭
和
五
十
五

年
七
月
に
、「
昭
和
十
六
年
六
月
を
下
限
と
し
て
、
昭
和
十
五
年
下
半
期

ご
ろ
か
ら
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

四
一 

松
原
純
一
「
中
島
敦
の
「
山
月
記
」
に
つ
い
て
」「
文
学
研
究
」
五　

平

成
二
年
一
月
、
今
井
清
一
・
野
沢
豊
「
軍
部
の
制
覇
と
日
中
戦
争
」　
『
岩

波
講
座
日
本
の
歴
史
』
昭
和
三
十
八
年
、
加
藤
友
康
他
編
『
日
本
史
総

合
年
表
』　

吉
川
弘
文
館　

平
成
十
三
年
五
月
な
ど
に
よ
る
。

四
二 

小
田
切
秀
雄
「
戦
時
体
制
下
の
文
化
」『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
20　

現

代
﹇
３
﹈』　

一
九
六
三
年
八
月

四
三 

勝
又
志
保
「
中
島
敦
『
文
字
禍
』
論―

時
代
を
諷
す
る
ア
レ
ゴ

リ
ー
」　
「
国
文
」
九
二　

平
成
十
二
年
一
月

四
四 
目
加
田
誠　
「
序
説
」　
『
唐
代
詩
史
』
目
加
田
誠
著
作
集
第
六
巻　

昭
和

五
十
九
年　

龍
渓
書
舎

四
五 

石
見
清
裕
『
唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序
』　

汲
古
書
院　

平
成
十
年
二
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中島敦『山月記』を読む

月　

に
よ
る
。

四
六 

例
え
ば
、
白
楽
天
「
新
豊
折
臂
翁
」
は
、
軍
役
を
避
け
る
た
め
自
ら
の

腕
を
折
っ
た
老
人
の
詩
で
あ
る
。

四
七 
日
野
啓
三
・
勝
又
浩
「〈
対
談
〉
中
島
敦
の
文
学―

孤
立
無
援
で
世
界
と

向
き
合
う
」「
ち
く
ま
」
三
六
八　

平
成
十
三
年
十
一
月

四
八 

注
四
三
に
同
じ

凡
例

　

本
稿
に
お
け
る
中
島
敦
の
作
品
、
日
記
、
書
簡
本
文
は
す
べ
て
『
中
島
敦
全
集
』

全
三
巻　

筑
摩
書
房　

平
成
三
年　

に
よ
っ
た
。
な
お
漢
字
は
新
字
体
に
あ
ら

た
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

参
考
文
献　

『
中
島
敦
「
山
月
記
」
作
品
論
集
』　

ク
レ
ス
出
版　

平
成
十
三
年
十
月

勝
又
浩
・
木
村
一
信
『
中
島
敦　

昭
和
作
家
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
』　

双
文
社
出

版　

平
成
四
年
十
一
月

佐
々
木
充
『
近
代
文
学
資
料
（
一
）
中
島
敦
』　

桜
楓
社　

昭
和
四
十
九
年

勝
又
浩
『spirit

中
島
敦　

作
家
と
作
品
』　

有
精
堂　

昭
和
五
十
九
年
七
月

奥
野
政
元
『
中
島
敦
論
考
』　

桜
楓
社　

昭
和
六
十
年

鷺
只
雄
『
中
島
敦
論　
「
狼
疾
」
の
方
法
』　

有
精
堂　

平
成
二
年
五
月　

藤
村
猛
『
中
島
敦
研
究
』　

渓
水
社　

平
成
十
年

「
ユ
リ
イ
カ
」「
特
集
中
島
敦　

光
と
風
と
夢
」　

昭
和
五
十
二
年
九
月　

青
土
社

石
田
文
四
郎
編
『
新
聞
記
録
集
成
昭
和
大
事
件
史
』
錦
正
社　

昭
和
三
十
年

十
一
月

貝
塚
茂
樹
『
中
国
の
歴
史　

中
』　

岩
波
新
書　

昭
和
四
十
九
年

山
根
倬
三
訳
『
中
国
歴
代
年
表
』　

国
書
刊
行
会　

昭
和
五
十
五
年
二
月
（
復
刻

版
）

石
見
清
裕
『
唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序
』　

汲
古
書
院　

平
成
十
年
二
月

『
世
界
史
用
語
集
』
山
川
出
版
社　

平
成
六
年

斉
藤
勝
『
中
島
敦
書
誌
』
近
代
文
学
書
誌
大
系
四

『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館

『
国
訳
漢
文
大
成
十
二
巻　

晋
唐
小
説
』
国
民
文
庫
刊
行
会　

大
正
十
四
年

『
新
釈
漢
文
大
系
四
四　

唐
代
伝
奇
』　

明
治
書
院　

昭
和
四
十
六
年
九
月
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